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宗
峰
妙
超
の
開
創
す
る
大
徳
寺
は
、
嘉
暦
元
年

(
一
三
二
六
)
十
二
月
八
日
仏
成
道
日
を
ト
し
て
開
堂
の
式
典
を
挙
行
し
、
龍
宝
山
大
徳

寺
を
公
称
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
寺
格
と
し
て
は
ま
だ
持
明
院
統
、
大
覚
寺
統
の
そ
れ
ぞ
れ
の
祈
願
所
た
る
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
し
か
る
に
元
弘
の
乱
に
よ
り
鎌
倉

の
武
家
政
権
が
滅
亡
す
る
と
、
禅
宗
寺
院
の
管
理
権
を
掌
握
し
た
後
醍
醐
天
皇

は
、
直
ち
に
元

弘
三
年

(
一
三
三
三
)
八
月
二
十
四
日
、
大
徳
寺
を
本
朝
無
双
の
禅
苑
と
な
し
、
公
家

一
門
の
帰
依
す
る
寺
に
相
応
し
い
、
開
山
宗
峰
妙
超

(
1
)

(
2
)

の
一
流

の
相
承
す
る
寺
と
す
る
勅
書
を
下
賜
さ
れ
、
さ
ら
に
同
年
十
月

一
日
、
同
寺
を

「
五
山
之
其

一
」
と
す
る
論
旨

を
、
つ
い
で
翌
元

(
3
)

弘
四
年
正
月
二
十
八
日
に
は
、
五
山
第

一
の
南
禅
寺
と
相
並
ぶ
寺
格
と
す
る
論
旨
を
下
さ
れ
、
大
徳
寺
を
支
え
る
外
護
者

の
筆
頭
の
立
場

を
表
明
さ
れ
た
。
し
か
し
後
醍
醐
天
皇
の
親
政
は
、
は
や
く
も
建
武
三
年

(
=
三
三
ハ)
に
は
崩
壊
し
、
同
年
十
二
月
、
天
皇
は
吉
野
に
移

り
、
大
徳
寺
は

一
朝
に
し
て
大
覚
寺
統

の
外
護
を
失
う
こ
と
に
な

っ
た
。

翌
建
武
四
年
八
月
二
十
八
日
、
持
明
院
統

の
花
園
上
皇
は
、
改
め
て
大
徳
寺
を
宗
峰
妙
超
の
門
弟
に
よ
り
相
承
せ
し
め
、
他
門

の
門
弟

(
4
)

の
住
す

る
こ
と
を
禁
ず
る
勅
書
を
下
賜
さ
れ
、
大
徳
寺
の

一
流
相
承
制
を
宗
峰
に
命
ぜ
ら
れ
た
。
上
皇
は
勅
書
の
末
尾
に
特
に

「勿
敢
違
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失
」

の
語
を
添
え
て
、
御
意
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)

し
か
し
な
が
ら
宗
峰
は
こ
の
年

の
十
二
月
に
寂
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
引
き
続
き
光
厳
上
皇

の
院
宣
に
よ
っ
て
、
宗
峰
の
法
嗣
の
徹
翁

義
亨
が
大
徳
寺
に
住
山
す
る
が
、
宗
峰
の
示
寂
に
よ

っ
て
花
園
上
皇
の
帰
依
は
、
こ
の
頃
宗
峰

の
も
う

一
人
の
弟
子
で
あ
る
関
山
慧
玄
の

方
に
傾
き
、
花
園
上
皇
も
ま
た
大
徳
寺
外
護
の
ラ
イ
ソ
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
新
た
に
権
力
を
握

っ
た
足
利
尊
氏
の
武
家
政
権
も
、
後
醍
醐
天
皇

の
五
山
寺
格

の
論
旨
を
無
視
し
て
、
大
徳
寺
を
五
山
官
寺
制
の

(
6
)

中
に
は
取
り
入
れ
ず
、
暦
応
年
度
の
五
山
の
位
次
編
成
か
ら
、
大
徳
寺
を
は
ず
し
て
し
ま
っ
た
。

宗
峰
の
あ
と
を
嗣
い
だ
徹
翁
は
、
そ
の
晩
年
、
足
利
義
詮

の
外
護
を
得
て
、
徹
翁
開
創
の
徳
禅
寺
を
大
徳
寺
と
と
も
に
、
徹
翁
門
徒

の

(
7
)

相
承
す
る
度
弟
院
に
す
る
こ
と
の
御
教
書
を
得
て
い
る
。
以
後
大
徳
寺
は
、
宗
峰
門
下
の

一
流
よ
り
さ
ら
に
範
囲
を
狭
め
た
宗
峰

・
徹
翁

門
下

の

一
流
相
承
刹
と
し
て
、
五
山
官
寺
制

の
規
制
か
ら
離
れ
た
林
下
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な

っ
た
。

宗
峰
妙
超
の
寂
後
五
十
年
に
当
る
至
徳
三
年

(
一
三
八
六
)
、
将
軍
義
満
の
代
に
、
五
山
官
寺
の
位
次
の
改
定
が
行
わ
れ
、
こ
の
時
大
徳
寺

(
8
)

は
五
山
官
寺
の
十
刹
位
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
あ

っ
た
の
か
は
審
か
で
は
な
い
。

応
永
元
年

(
=
二
九
四
)
義
満
は
将
軍
職
を
義
持
に
譲
る
こ
と
に
な
る
が
、
義
満
の
生
存
中
は
、
義
持
は
義
満

の
行
う
諸
施
策
に
対
し
て
、

何
ら
異
を
さ
し
は
さ
ま
な
か

っ
た
。
し
か
し
応
永
十
五
年

(
一
四
〇
八
)
義
満
が
没
す
る
と
、
叢
林
の
規
矩

・
制
度
に
通
暁
し
て
い
た
義
持

は
、
義
満
の
時
代
に
放
漫
に
流
れ
過
ぎ
た
叢
林
の
諸
制
度
を
、
引
き
締
め
正
す
こ
と
に
意
を
注
ぐ
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
応
永
八
年
、
絶

海
中
津
を
厚
遇
す
る
あ
ま
り
、
義
満
は
五
山
第

一
位
の
天
龍
寺
を
第
二
位
に
降
ろ
し
、
二
位
の
相
国
寺
を
第

一
位
に
昇
格
さ
せ
る
処
置
を

と

っ
た
が
、
義
満
没
後

の
応
永
十
七
年
、
義
持
は
天
龍
寺
を
も
と
の
五
山
第

↓
位
に
復
し
て
い
る
。

こ
の
頃
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
大
徳
寺
が
至
徳
三
年
に
官
寺
の
十
刹
位
に
組
み
こ
ま
れ
な
が
ら
、
依
然
開
創
当
初
よ
り
の
一
流
相
承

制
を

と
り
続
け
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
義
持
は

「官
寺
は
よ
ろ
し
く
十
方
住
持
制
を
と
る
べ
し
」
と
、
大
徳
寺
側
に
門
戸

の
開
放
を
迫

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
将
軍
側

の
抗
議
に
対
し
て
、
大
徳
寺
側
も
熟
慮
審
議
の
末
、
官
寺
た
る
以
上
は
十
方
刹
も
や
む
な
し
と
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し
て
、

一
応
開
創
以
来

の
一
流
相
承
制
は
解
く
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
無
条
件
に
十
方
に
門
戸
を
開
く
十
方
刹
で
は
な
く
、
十
方

の
範
囲

を
狭
め
て
、
宗
峰
の
師
匠
、
南
浦
紹
明
下
の
法
系

(大
応
派
)
ま
で
門
戸
を
開
く
こ
と
で
、
将
軍
側
と
妥
協
が
成
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。

(
9
)

以
上
は
玉
村
竹
二
氏
の
推
察
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
推
察
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
大
徳
寺
第
十
八
世
東
源
宗

漸
、
第

二
十

一
世
香
林
宗
蘭
、
第
二
十
三
世
巨
整
、
第
二
十
五
世
樗
庵
性
才
等
、
宗
峰
下
の
一
流
に
該
当
し
な
い
、
南
浦
派

(大
応
派
)

(
10
)

下
の
宗
匠
が
そ
れ
ぞ
れ
幕
命
に
よ

っ
て
大
徳
寺
に
住
山
し
て
ゆ
く
こ
と
の
説
明
が

つ
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
方
式
に
よ

っ
て
大
徳
寺
の
住
持
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
、
宗
峰

・
徹
翁

の
一
流
相
承
を
掲
げ
た
大
徳
寺
の
建
寺
の

精
神
に
悸
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
建
寺
の
精
神
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
他
派
に
よ

っ
て
汚
染
さ
れ
た
大
徳
寺
を
避
け
、
近
江
に
隠
遁
し
た

(
11
)

の
が

「正
統
派
」

の
華
隻
宗
曇
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。

正
長
二
年

(
一
四
二
九
)
八
月
、
大
徳
寺
二
十
六
世
住
持
に
就
任
す
る
の
が
養
隻
宗
願
で
あ
る
。
養
翌
は
華
隻
の
法
嗣
で
あ
り
、
常

々
華

隻

の
自
任
し
て
い
た
宗
峰
下

「正
統
派
」
の
意
識

・
心
情
に
は
、
深
く
通
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
し
、
大
徳
寺
住
持
の
変
則
的
な
選
任
方

法
が
、
花
園
上
皇

の

「宗
峰

一
流
相
承
」
の
遺
詔
に
背
く
こ
と
も
充
分
承
知
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
幸
い
官
刹
と
し
て

の
十
方
住
持
制
を

大
徳
寺

に
強
要
し
た
将
軍
義
持
は
、
養
嬰
が
大
徳
寺
に
晋
住
す
る
前
年
(応
永
三
+
五
年
、
一
四
二
八
)
に
没
し
て
い
た
。
養
翌
は
、
官
寺
十

刹
位
を
脱
し
て
大
徳
寺
本
来
の

一
流
相
承
制
の
寺
統
に
復
す
る
こ
と
を
、
ひ
そ
か
に
画
策
す
る
。
そ
の
こ
と
が
具
体
化
す
る
の
は
永
享
三

年

(
一
四
三
一
)
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
の
経
緯
は
、
当
時
の
蔭
涼
職
を

つ
と
め
た
仲
方
中
正
や
、
鹿
苑
院
主
古
憧
周
勝

の
書
状

(『大
徳
寺

文
書
』
第

=
一五
号
、
第

一
二
六
号
、
第
一
二
七
号
)
に
委
し
い
。
以
下
に
仲
方
中
正
が
鹿
苑
院
主
古
憧
周
勝
に
宛
て
た
書
状

(第

=
一七
号
)
を

掲
げ
て
み
よ
う
。

紫
野
大
徳
寺
事
、
謹
文
等
懸

御
目
候
、
重
被
仰
出
候
趣
、
勝
定
院
殿
御
計
候
事
、
無
左
右
卒
爾
御
改
候
は
ん
す

る
事
、
い
か
x
と

思

召
候
、
此
間
被
成
十
刹
候
事
、
既
違
彼
開
山
素
意
候

へ
は
、
寺
位
を
不
被
改
、
門
中
無
住
持
才
候
者
、
十
方
派
亦
住
院
可
為
如
何

様
候
哉
、
又
任

院
宣
等
置
文
、
又
今
如
門
徒
衆
申
入
候
、
如
元
可
為
辮
道
所
候
財
、
能

々
可
有
御
思
案
、
又
は
自
籐
長
老
達
、
御
談
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合
候
て
、
以
状
可
有
御
申
之
由
、
被
仰
出
候
、
勅
略

紫
野
謹
文
大
事
物
に
て
候
間
、
此
使
者
に
不
進
候
、
恐
嗅
敬
白
。

(永
享
三
年
)

(仲
方
)

九
月
五
日

中
正

(花
押
)

(鹿
苑
院
)

侍
者
御
中

事

の
次
第
を
述
べ
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
大
徳
寺
側
が
同
寺
を
官
寺
の
十
刹
位
よ
り
脱
し
て
、
元
の
度
弟
院

の
弁
道
所
に

す
る

こ
と
を
、
種
々
の
証
文
類
を
添
え
て
鹿
苑
僧
録
に
願
い
出
た
の
で
、
僧
録
は
蔭
涼
職
の
仲
方
中
正
を
し
て
将
軍
義
教
に
、
こ
れ
を
披

露
せ
し
め
た
。
こ
れ
に
答
え
て
仲
方
は
直
ち
に
将
軍
の
旨
を
奉
行
し
て
、
僧
録
に
以
下
の
如
く
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「大
徳
寺
の
十
刹
位

へ
の
編
入
は
、
兄
、
義
持

の
定
め
た
こ
と
だ
か
ら

(官
寺
の
位
次
改
定
は
義
満
代
の
至
徳
三
年
で
あ
る
が
、
十
方

住
持
制
の
実
施
を
迫

っ
た
の
が
義
持
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
)
、

卒
爾
に
変
更
す
る
の
は
ど
う
か
と
思
う
。

し
か
し
十
刹
位

へ
の
編
入
は

す

か
ん

此
間

の
こ
と
で
、
ま
だ
長
期
に
は
わ
た

っ
て
い
な
い
し
、
十
刹
位
編
入
が
そ
も
そ
も
大
徳
寺
開
山
の
素
意
に
違
う
こ
と
で
あ
る
以
上
、
十

刹

の
寺
位
を
改
め
な
い
ま
ま
、
若
し
門
中
に
住
持
適
格
者
が
無
い
事
態
が
起

っ
た
な
ら
ば
、
十
方
派
か
ら
の
住
院
を
ど

の
よ
う
に
す
べ
き

か
。

一
方
大
徳
寺
に
は
花
園
上
皇
の

一
流
相
承
の
置
文
も
あ
る
し
、
今
ま
た
門
徒
衆
か
ら

の
申
入
れ
も
あ
る
が
、
大
徳
寺
を
も
と
の
如
く
、

単
な
る
無
資
格

(官
刹
外
)
の
弁
道
所
に
か
え
す
べ
き
か
ど
う
か
、
よ
く
よ
く
思
案

の
上
、
他

の
五
山
の
長
老
と
も
相
談
し
て
、
改
め
て

書
状
を
も

っ
て
報
告
す
る
よ
う
に
」
。

こ
の
書
状
の
提
出
日
よ
り
五
日
後
の
九
月
十
日
、
鹿
苑
院
主
古
瞳
周
勝
は
、
大
徳
寺
の
申
請
通
り
官
寺
十
刹

の
位
を
取
り
消
し
、
も
と

の
如
く
弁
道
所
た
る
こ
と
を
許
す
旨
を
、
前
述
の
仲
方
の
古
憧
宛
の
書
状
を
添
え
て
、
徳
禅
寺
方
丈

(養
曼
宗
願
)
に
伝
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
大
徳
寺
は
、
至
徳
三
年

(
一
三
八
六
)
よ
り
永
享
三
年

(
一
四
三

一
)
ま
で
、
四
十
五
年
間
続
い
た
五
山
官
寺
制

の
枠
を

離
れ
、
以
後
他
派
よ
り
の
住
山
を
排
除
し
て
、
宗
峰

一
流

の
相
承
す
る
も
と
の
寺
統
に
復
す
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
る
。
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大
徳
寺
が
官
寺
制
の
栓
桔
か
ら
解
放
さ
れ
た
永
享
三
年
の
翌
年

(即
ち
永
享
四
年
、
一
四
三
二
)
は
、
妙
心
寺
に
と

っ
て
も
記
念
す
べ
き
年

と
な

っ
た
。

妙
心
寺
は
宗
峰
妙
超
の
弟
子
関
山
慧
玄
を
開
山
と
す
る
寺
で
あ
る
が
、
関
山
を
花
園
上
皇
に
推
挙
し
た
の
は
、
上
皇

の
参
禅

の
師
で
あ

る
宗
峰
と
言
わ
れ
る
。
宗
峰
の
寂
後
、
上
皇
は
花
園
の
離
宮
を
改
め
て
正
法
山
妙
心
寺
と
な
し
、
濃
州
山
中
に
鱈
晦
し

て
い
た
関
山
を
招

い
て
開
山
と
す
る
。
暦
応
年
間
(
=
二
三
八
～
四
二
)
の
頃
と
さ
れ
る
。
関
山
は
修
禅
専

一
の
禅
匠
で
は
あ

っ
た
が
、
世
縁

の
粘
著
を
嫌
い
、

教
団

の
経
営
に
も
敢
て
意
を
用
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
山
の
性
情
に
よ

っ
て
か
、
徹
翁
義
亨

一
派

の
面
々
は
、
関
山

を

「
不
レ
堪
二
偏
枯
之
情
こ

と
呼
ん
で
い
る
。

徹
翁
は
そ
の
晩
年

の
応
安
元
年

(
一
三
六
八
)、
「大
徳
寺
法
度
」
を
定
め
、
そ
の
末
尾
の
第
十
七
条
に
、
次
の
如
く
記
述
し
て
い
る
。

一
、
宗
得
首
座
、
恵
玄
蔵
主
事

先
師
深
御
勘
気
之
上
者
、
更
不
レ
可
レ許
二
門
流
之
号
ハ
特
恵
玄
蔵
主
事
、

大
有
二子
細
ハ
先
師
有
二遺
言
ハ
各
宜
二
存
知
一也
、
遺
言

(
12
)

置
一二

紙
一也

宗
得
首
座
は
不
明
で
あ
る
が
、
恵
玄
蔵
主
は
関
山
で
あ
る
。
先
師

(宗
峰
)
の
勘
気
が
何
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
し
、
遺
言
の
内
容

も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
当
の
関
山
自
体
既
に
寂
後
八
年
が
経
過
し
て
お
り
、
何
を
言
わ
れ
て
も
全
く
預
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
あ

っ
た
。

し
か
し
こ
れ
よ
り
以
後
関
山
派
は
徹
翁
派
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
排
除
憤
斥
さ
れ
、
大
徳
寺

へ
の
出
入
り
も
禁
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
妙
心
寺
は
、
大
徳
寺
教
団
と
も
足
利
政
権
と
も
無
縁
の
世
界
を
、
北
朝

(持
明
院
統
)
系
皇
親

の
寄
進

の
寺
領
を
頼
り

に
、
関
山
、
授
翁
、
雲
山
、
無
因
と
続
く
寺
統
を
維
持
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
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無
因
の
あ
と
を
嗣
い
だ
の
は
、
授
翁
の
法
嗣
の
拙
堂
宗
朴
で
、
応
永
初
年

の
頃
妙
心
寺
住
持
と
な

っ
て
い
る
。
応
永
六
年

(
=
二
九
九
)

冬
、
大
内
義
弘
が
和
泉
堺
に
拠

っ
て
所
謂
応

氷
の
乱
を
起
し
・
幕
府
軍
と

一
戦
豊

父
え
た
・

『
妙
心
輝
寺
謹

に
よ
る
と
・
拙
堂
は
大
内

氏
と
師
檀
関
係
に
在
り
、
大
内
の
軍
に
加
勢
し
た
と
さ
れ
る
。
幕
府
軍
の
勝
利
の
あ
と
、
将
軍
義
満
は
拙
堂
を
憎
み
、
妙
心
寺
を
破
壊
し

て
寺
産
寺
領
を
悉
く
押
収
し
、
青
蓮
院
に
与
え
て
し
ま

っ
た
。
応
永
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
青
蓮
院
門
主
は
、
後
伏
見
天
皇

の
皇

子
尊

道
法
親
王
で
あ
り
、
花
園
上
皇
の
甥
に
当

っ
た
。
応
永
十
年

(
一
四
〇
三
)
尊
道
法
親
王
が
亡
く
な
り
、
義
満

の
息

、
義
円
が
青
蓮
院

の
門
主
と
な
る
と
、
三
年
前
に
青
蓮
院
に
与
え
ら
れ
た
妙
心
寺
領
が
、
今
度
は
七
箇
所
に
分
け
て
龍
雲
寺

の
廷
用
宗
器

、
そ
の
他
に
分
付

(
14
)

さ
れ
た
。

そ
れ
か
ら
三
十
年
が
経
過
し
た
永
享
四
年

(
一
四
三
二
)
の
三
月
、
当
時
南
輝
寺
に
塔
所
徳
雲
院
を
開
い
て
退
居
し
て

い
た
廷
用
宗
器
が
、

青
蓮
院
よ
り
分
付
さ
れ
た
ま
ま
の
妙
心
寺
領

の
中
、
開
山
塔
微
笑
庵

の
敷
地
を
南
輝
寺
の
宗
利
西
堂

(お
そ
ら
く
大
応
派
正
眼
院
に
属
す

(
15

)

る
僧

で
あ
ろ
う
)
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
廷
用
は
示
寂
を
目
前
に
し
て
、
断
絶
の
ま
ま
の
妙
心
寺

の
行
末
に

つ
い
て
深
く
考
え
る

(
16
)

と
こ
ろ
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
開
山
塔
の
敷
地
の
譲
渡
を
得
た
宗
利
西
堂
は
、
直
ち
に
各
地
散
在

の
関
山
派
の
諸
尊

宿
を
集
め
て
妙
心

寺
再
興
の
こ
と
を
容
り
、
衆
議
の
結
果
、
当
時
尾
張
の
犬
山
に
瑞
泉
寺
を
開
創
し
て
関
山
派
の
宗
風
を
挙
揚
し
て
い
た
日
峰
宗
舜
を
、
妙

心
寺

の
後
継
者
に
当
て
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
応
永
七
年

(
一
四
〇
〇
)
将
軍
義
満

の
怒
り
に
よ

っ
て
潰
滅
さ
せ
ら
れ
た
妙
心
寺
は
、
三
十
二
年
後

の
永
享
四
年
、
日

峰

の
手
に
よ

っ
て
復
興
の
緒
に
就
く
。
先
述
し
た
よ
う
に
大
徳
寺
が
四
十
五
年
間
に
わ
た
る
十
刹
の
官
寺
か
ら
逃
れ
て
、
再
び
宗
峰

一
流

の
相

承
す
る
寺
統
に
復
し
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。

,

何

よ
り
も
日
峰
に
幸
い
し
た
の
は
、
室
町
幕
府
管
領
家
の
細
川
持
之

(春
轡
居
士
)
の
帰
依
を
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
持
之
の
日
峰
帰

信

の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
『正
法
山
六
祖
伝
』
に
よ
れ
ば
、
嘉
吉
二
年

(
一
四
四
二
)
八
月
、

日
峰
は
持
之
臨
終
の
席
に
招
か
れ
、

持

之

の

「生
死
到
来
す
、
如
何
が
回
避
せ
ん
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て

「本
来
生
に
生
来
無
く
、
死
に
死
去
無
し
。
更
に
な
ん
の
回
避
と
か
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説
か
ん
や
」
と
答
え
、
持
之
は
そ
れ
を
聞
き
得
て
合
掌
瞑
目
し
て
化
し
た
と
さ
れ
る
。
持
之
は
死
去
し
た
も
の
の
、
管
領
細
川
家
の
日
峰

帰
信
の
先
例
は
、
復
興
途
上
に
あ
る
妙
心
寺
に
と

っ
て
力
強
い
後
楯
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(
17

)

崇
光
院
の
皇
子
で
あ
る
明
江
叡
西
堂
が
、
日
峰
の
後
を
嗣
い
で
妙
心
寺
の
住
持
と
な
る
の
は
、
細
川
持
之
死
後

の
嘉
吉

二
年
十
月
二
十

(
18
)

六
日
よ
り
、
翌
嘉
吉
三
年
正
月
八
日
ま
で
の
間
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
確
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
明
江
が
妙
心
寺
に
入
寺
す
る
機
縁
と

な

っ
た

の
は
、
当
時
の
妙
心
寺
住
持
の
日
峰
の
身
辺
に
、
大
徳
寺
入
寺
の
気
運
の
起

っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
。

そ
の
辺
の
事
情

を
示
す
史
料
と
し
て
、

『伏
見
宮
家
御
記
録
』

の

「元
二
十
五
」
冊
の
う
ち
に
収
め
る
後
崇
光
院
貞
成
親
王
の
御
消
息
の
写
し
の
あ
る
こ

(
19

)

と
を
、

玉
村
竹
二
氏
の

「初
期
妙
心
寺
史
研
究
補
遺
」
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
明
江
の
妙
心
寺

入
寺
は
、
日
峰

の
大
徳
寺
入
寺
に
よ
り
、
妙
心
寺
住
持

の
席
が
空
位
と
な

っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
筈
で
あ
り
、
貞
成
親
王
も
日
峰

の
大
徳
寺
入
寺
後

に
妙
心
寺
に
住
す
る
よ
う
す
す
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
経
緯
か
事
実
は
そ
の
よ
う
に
運
ば
ず
、
日
峰
の
大
徳
寺
入
寺
の
実
現

せ
ぬ
う
ち
に
、
明
江
の
妙
心
寺
入
寺

の
方
が
先
き
に
実
現
し
て
し
ま

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

当
時

の
妙
心
寺

の
内
部
事
情
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
開
山
塔
微
笑
庵
の
敷
地
を
譲
渡
さ
れ
、
再
興
の
事
業
が
緒
に
つ
い
て
、
ま
だ
十

年

の
歳

月
し
か
経
過
し
て
い
な
い
妙
心
寺
に
、
今
ま
で
無
縁
で
あ

っ
た
、
と
言
う
よ
り
は
寧
ろ
濱
斥
さ
れ
て
い
た
大
徳
寺

へ
、
臼
峰
を
入

寺
さ
せ
る
よ
う
な
力
が
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
若
し
そ
の
よ
う
な
気
運
が
生
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
細
川
管
領
家

の
強
力
な
後
押

し
が
あ

っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
嘉
吉
二
年
八
月

の
持
之
の
死
去
に
よ

っ
て
も
、
日
峰
の
大
徳
寺
入
寺

の
動
き
は
頓
挫
せ
ず
、
根
強

(
20
)

く
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
嘉
吉
三
年
八
月
六
日
の
瑞
泉
寺
看
坊
雲
谷
玄
祥
宛
て
の
日
峰
書
状
や
、
文
安
元
年

(
一
四
四
四
)
と
文
安
三

(
21
)

年
の

『
一
休
和
尚
年
譜
』
記
載

の
事
実
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
し
て
も
日
峰
及
び
関
山
派
は
、
妙
心
寺

の
伽
藍

の
再
建
も
ま
だ
完
了
せ
ぬ
中
か
ら
、
大
徳
寺

へ
の
入
寺
に
、
何
故
に
こ
れ
程
執

拗
な
意

欲
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
応
永

の
乱
後
、
将
軍
の
権
力
に
よ
る
と
は
い
え
、
余
り
に
も
簡
単

に
妙
心
寺
が
破

却
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
深
い
反
省
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
妙
心
寺
は
花
園
上
皇
開
創
に
か
か
る
北
朝
系
の
皇
統
の
帰
依
す
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る
寺

で
あ

っ
た
が
、
世
法
に
悟
淡
な
関
山
の
宗
風

の
影
響
か
ら
か
、
未
だ
教
団
と
し
て
の
形
態
を
充
分
に
整
え
て
は
い
な
か

っ
た
。
妙
心

寺
自
体

の
成
規
も
整

っ
て
い
な
か

っ
た
し

一
派
を
統
率
す
る
法
度
も
無
か
っ
た
。
瑞
世
の
道
場
に
出
世
し
て
、
然
る
べ
き
師
匠
に
嗣
法

の

香
を
焚
き
、
天
下
に
法
統

の
正
し
さ
を
顕
揚
す
る
施
設
も
持
た
な
か
っ
た
。
三
十
二
年
に
も
及
ぶ
雌
伏
の
問
に
、
関
山
派

の
面

々
は
今
ま

で
の
妙
心
寺
の
教
団
と
し
て
の
未
熟
さ
を
痛
感
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
当
時
関
山
派
が
最
も
期
待
し
得
る
瑞
世

の
道
場
と
し
て

は
、
宗
峰
開
山
の
大
徳
寺
が
予
想
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
宗
峰

一
流
の
法
系
の
相
承
す
べ
き
旨
を
明
記
し
た
、
花
園
上
皇
震
翰

の
置
文
も
あ

っ
た
。
関
山
派
も
宗
峰
の
法
系
を
嗣
ぐ

一
流
に
相
違
な
い
。
関
山
派
が
大
徳
寺

へ
入
寺
開
堂
し
得
る
法
的
な
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
法
的
な
裏
づ
け
が
な
け
れ
ば
、
い
か
に
管
領
家
と
い
え
ど
も
、
無
法
な
ゴ
リ
押
し
は
許
さ
れ
な
い
筈
で
あ
る
。
妙
心
寺
と
細
川
管

領
家
は
、
花
園
上
皇

の
遺
詔
を
根
拠
に
、
日
峰
の
出
世
開
堂
の
許
容
を
い
ち
は
や
く
大
徳
寺
に
迫

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し

か
し
大
徳
寺
に
は
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
徹
翁
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

「大
徳
寺
法
度
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
開
山
宗
峰

の
遺
志

と
い
う
こ
と
で
(理
由
は
わ
か
ら
ぬ
)
、
関
山
の

一
派
は
徹
底
的
に
排
除
損
斥
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
上
至
徳
三
年

(
一
三
八
六
)
か
ら
永
享
三
年

(
一
四
三
一
)
ま
で
の
四
十
五
年
間
、
十
刹
の
官
寺
と
し
て
幕
府
の
統
制
を
蒙
り
、

あ
ま

つ
さ
え
他
派
か
ら

の
入
寺
を
押

し
つ
け
ら
れ
て
来

た
。
そ
れ
が
大
徳
寺

の
建
寺

の
精
神
に
違
う
と
い
う
こ
と
で
、
苦
心
の
末
、
も
と
の
如
く
宗
峰

一
流
の
相
承
す
べ
き
林
下

の
寺
統
に
復
帰

し
た
ば
か
り
の
時
で
あ

っ
た
か
ら
、
関
山
派
が
入
寺
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
当
然
頑
強
な
抵
抗
が
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
際
、
関
山

派
を
濱
斥
し
た

「大
徳
寺
法
度
」
の
条
項
な
ど
は
、
大
徳
寺
側
に
と

っ
て
、
関
山
派
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
強
力
な
反
証
と
な

っ
た
で
あ

ろ
う
。
両
者
の
培
に
閲
ぐ
争
い
は
史
料
の
上
で
は
検
証
し
が
た
い
が
、
推
理
を
働
か
せ
て
み
る
と
、
大
徳
寺
側

の
抵
抗

の
行
き

つ
く
と
こ

ろ
は
、
「関
山
が
宗
峰
の
法
嗣
で
あ
る
こ
と
は
、

宗
峰
の
印
可
状
に
よ

っ
て
証
明
さ
れ
る
が
、

日
峰
が
宗
峰
の
一
流
で
あ
る
と
い
う
証
拠

が
あ

る
か
。
あ
る
な
ら
ば
出
し
て
み
よ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
妙
心
寺
側
は
関
山
、
授
翁
、
無
因
、

日
峰
と
次
第
す
る
法
系
の

一
流
で
あ
る
こ
と
、
従

っ
て
関
山
派
は
当
然
宗
峰
門
下
の

一
流
で
あ
る
と
主
張
し
た
と
思
わ
れ
る
し
、

一
流

の

証
拠

と
さ
れ
る
印
可
状
の
如
き
は
、
個
々
密
々
に
伝
授
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
天
下
白
日
の
も
と
に
さ
ら
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
と
主



張

し

た

で
あ

ろ
う

。

「見

せ

て

み

よ
」
、

「
い
や

見

す

べ
き

で

な

い
」

と

い
う

論

争

が

あ

っ
た

と

想

定

さ

れ

る
。

関

山

派

の
法
系

が
対

外

的

に
問

題

と

な

っ
た

の
は

、

こ

の
時

が
初

め

て

で
あ

ろ
う

し

、
宗

峰

下

一
流

の
証

明

と

な

る

べ
き

印

可

状

が

、

関

山

派

に

と

っ
て

必
要

欠

く

べ

か
ら

ざ

る
も

の

に
な

っ
た

の
も

、

こ

の
時

が
初

め

て

で
あ

ろ
う

。

お

そ
ら

く

こ

の

こ
と

は

、

両

派

教

団

内

で

も

大

き

な

話
題

と
な

り

、

評

判

と

な

っ
て
伝

わ

っ
て

行

っ
た

と

思
わ

れ

る
。

当

時

の
教

団
内

で
語

り

つ
が

れ

た
話

題

を

記

録

し

た

も

の
が

、

現

在

真

珠
庵

に

遺

る

(
22
)

『
徹
翁
派
関
山
派
労
正
記
録
』
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
授
翁
、
無
因
、
日
峰
等
の
印
可
状
の

有
無

で
あ

っ
た
。

⇔

無
因
か
ら
日
峰

へ
の
印
可
状
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玉
村
竹
二
氏
は
・
は
ぞ

か
ら
妙
心
寺

の
襲
蔵
す
る
無
因
か
ら
日
峰

へ
の
印
可
状
に
疑
問
を
呈
さ
れ
て
い
範

そ
れ
は
内
容
と
し
て
・

授
翁
が
無
因
に
与
え
た
も
の
と
殆
ど
同
文
で
あ
り
、
文
章
も
甚
だ
拙
劣
で
あ
り

(と
い
う
こ
と
は
、
授
翁
か
ら
無
因

へ
の
印
可
状
も
同
然

と
い
う

こ
と
)
、
年
記
の
記
載
も
孟
冬
、
上
溝
、
孟
春
、
下
漸
、
仲
冬
な
ど
と
あ
る
の
は
、
宗
峰
妙
超
が
関
山
慧
玄
に
与

え
た
附
法
状
に
、

コ
兀
応

二
年
仲
夏
上
欝
」
と
あ
る
の
に
倣

っ
た
も

の
で
、
そ
う
あ
る
も
の
程
後
世
の
追
作
の
お
そ
れ
が
多
い
と
思
え
る
、
と
さ
れ
た
。
こ

の
伝

に
従
え
ば
授
翁
に
与
え
た
関
山
の
印
可
状

(延
文
元
仲
春
日
)
も
、
無
因
に
与
え
た
授
翁
の
印
可
状

(応
安
四
年
孟
春
下
欝
)
も
、
共
に
後

世
の
追
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
中

の
関
山
か
ら
授
翁

へ
の
印
可
状

(重
要
文
化
財
指
定
)
が
後
世
追
作
の
文
書
で
あ
る
こ
と
は
、
既

(
24
)

に
拙
稿
で
解
明
し
た
が
、
授
翁
か
ら
無
因

へ
、
無
因
か
ら
日
峰

へ
の
印
可
状
に
つ
い
て
は
、
今
日
ま
で
手
が

つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

現
在
授
翁
の
筆
蹟
の
遺
る
も
の
は
殆
ど
な
く
、
授
翁

の
無
因

へ
の
印
可
状
は
、
筆
蹟
の
上
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
幸
い

無
因

に
は
由
緒
正
し
い
筆
蹟
が
数
種
遺
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
年
代
順
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。

θ

応
永
三
年

(
=
二
九
六
)
無
因
七
十

一
歳
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光
沢
庵
の
後
継
住
職
の
選
定
方
法
を
定
め
た

「定
置
」
書
。
海
清
寺
蔵
。
(同
書
の
年
記
と
署
名
部
分
を
摘
記
し
て
お
く
。
以
下
同
じ
)

「鷹
永
三
季
醐
撒
黄
鐘
吉
日

光
沢
住
持
比
丘
無
因
隻
宗
因

(花
押
)
」
(写
真
θ
)

a
)

応
永
五
年

(
一
三
九
八
)
無
因
七
十
三
歳
。

日
峰
宗
舜
に
与
え
た
自
賛
頂
相
。
退
蔵
院
蔵
。

「無
因
隻
宗
因
書
干
大
秀
軒

時
干
応
永
五
季
臓
轍
縢
月
念
五
日
」

◎

応
永
十
年

(
一
四
〇
三
)
無
因
七
十
八
歳
。

春
夫
宗
宿
に
与
え
た
印
可
状
。
建
仁
寺
常
光
院
蔵
。

蒔

干
応
李

季
難

正
月
鬼
宿
日

退
蔵
住
持
比
丘
無
塁

(花
押
)L
(写
真
㊤
)

⑭

応
永
十

一
年
無
因
七
十
九
歳
。

宗
齢
居
士
に
与
え
た
自
賛
頂
相
。
龍
安
寺
蔵
。

「為
宗
齢
居
士
書
之

無
因
隻

応
永
十

一
季
職
軟
正
月
日
」

㊧

応
永
十

一
年

宗
航
に
与
え
た
安
名
。
退
蔵
院
蔵
。

「応
永
十

一
季
三
月
廿
六
日

退
蔵
住
持
比
丘

無
因
里
宗
因

(花
押
)」
(写
真
㊤
)

㊧

年
月
は
不
明
で
あ
る
が
、
日
峰

の
為
に
書
か
れ
た
山
居
偶
作
と
題
す
る
偶
頸

(七
言
絶
句
)
が
二
首
あ

っ
て
、
妙
心
寺
と
瑞
泉
寺

に
分
蔵
さ
れ
る
。
妙
心
寺
蔵

の
分
に

「無
因
翌
宗
因

(花
押
)」

の
署
名
が
あ
る
。
(写
真
⑳
)

以
上
の
無
因
の
筆
蹟
を
通
し
て
見
て
み
る
と
、
無
因
独
自
の
書
式
、
書
法
と
い
う
も
の
が
判
明
す
る
。
年
記

の
年

の
字
は
必
ず
本
字
の

ね
ん季

を
使
用
し
て
い
る
し
、
宗
航
に
与
え
た
安
名
以
外
は
、
歳
次
の
二
字
と
並
列
し
て
干
支
を
記
入
し
て
い
る
。
二
点

の
自
賛
頂
相
は
、
損
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恵驚

餐
敷

畢
、藤
曝
瀧
婁

響

毒

蓼

え
姦

季
奇
峯

、磨

蒜
先
箆

更

要

ん
住
特
考
有
褐

霧

受
熱
茅
事

加
廷

選

随
墨
欠
、母
厘

籍

竃

遜
製
轟
講

也

寒

霧

董
鐘
言

ゐ叢

・懸

犠

`

(
'
:

ポ
、
強

㌔5

繋

馨

灘
灘

欝

議
雛
撫

,赫

ガ

樋繊
総蕪

繕 灘 磁 ・'翼
姻

.

懸 、.瀧

璽欝鱗
夢 幽.・.輔



112日峰 宗舜 をめ ぐる二三 の問 題

　
　

さ

き

　
ほ欝葉

夢

蕊

蓄

麺

∴
》

態

・勢

輩

為
∴

サ

み
嫁

(

更
纏

麟

ム
秀

備
作
、

山
宇
頚

ヤ
頗

噺
泉
藩

壇
も

亀

閑
桔

叛
惹

醐

塵
申
診

畿

願

露

慧

有
力
悲

う成

あ
ゴ

㌔

屡
諜

羅
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傷
が
甚
し
い
た
め
現
在
で
は
判
明
し
な
い
が

(そ

の
た
め
写
真
は
不
掲
載
)
、

署
名
の
下
に
印
が
押
さ

れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
他
の
四
点
の

文
書

に
は
必
ず
署
名
の
下
に
花
押
が
書
か
れ
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
無
因
の
書
法
の
特
徴
を
確
認
し
て

か
ら
、
改
め
て
日
峰

へ
の
印
可
状
を
見
て
み
る
と

(後
出
の
写
真
B
を
参
照
)、
そ
こ
に
無
因
独
自

の
書

法
が
見
当
ら
な
い
し
、
無
因
の
署
名
の
崩
し
方
も
、

他
の
文
書
の
署
名
の
崩
し
方
と
異
な
る
。

無
因
が
生
涯
印
可
状
を
書
か
な
か

っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
応
永
十
年
春

夫
宗
宿
に
与
え
た
印
可
状
が
建
仁
寺

の
常
光
院
に

現
存

す
る
し
、
日
峰
に
も
応
永
五
年
の
時
点
で
自

賛
の
頂
相
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
の

疑
念

も
さ
し
は
さ
む
余
地
の
な
い
確
か
な
も
の
で

あ
る
。

玉
村
氏
の
推
量
に
よ
れ
ば
、
日
峰

へ
の
印

可
は
む
し
ろ
頂
相
附
与

の
直
前
に
行
わ
れ
て
い
る

筈
で
あ

る
か
ら
、
現
存
の
印
可
状
の
日
付
、
応
永

}

.
筏

導

膨
激
蒙
馬

隔
ぽ
墾,パ

'

、
ノ

4

'

＼

、、

献
窮

茨

妙心寺蔵,

署名。

山居偶作 の偶頒 の退蔵院蔵,

の署名。

宗航安名

v2

ノゐ

ξ》,

壌
妙心寺蔵,日 峰へ

の 印可状の署名。



(
25
)

颯

十

三
年
は
お
か
し
く
、
応
永
五
年
頃
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

日峰宗舜 をめ ぐる二三 の問題

⑳

日
峰
の
大
徳
寺
入
寺

も
う

一
度
日
峰
の
大
徳
寺
入
寺
の
問
題
に
立
ち
か
え
ろ
う
。
嘉
吉
二
年

(
一
四
四
二
)
前
後
よ
り
始
ま
っ
た
日
峰
の
大
徳
寺
入
寺
の
運
動

は
、
管
領
細
川
持
之
の
死
去
に
よ
っ
て
気
勢
を
殺
が
れ
た
か
に
思
わ
れ
た
が
、

し
か
し
実
際
に
は
あ
の
反
骨

の

一
休
を
し
て
、

「官
命
実

(
26
)

不
レ
可
レ拒
也
」
と
慨
嘆
さ
せ
る
程
の
、
強
大
な
権
力
の
介
入
を
伴

っ
て
進
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
や
が
て
持
之
の
子
息
勝
元
の
管
領
就

任

(文
安
二
年
三
月
)
は
、
日
峰
の
大
徳
寺
入
寺
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
。
そ
の
辺

の
事
情
を
養
嬰
宗
願
の
行
状
で
見
て
み
よ
う
。

玄
関
山
之
徒
宗
舜
、
仮
二
威
於
細
川
源
公
ハ
脅
レ師
欲
レ
住
二本
寺
ハ
師
堅
拒
レ
之
、
日
、
霊
山
翁
稟
ご
国
師
命
一而
排
二
損
関
山
ハ
而
後
其

徒
不
レ
印
三足
跡
於
二此
山
一者
累
三
二
世
ハ
今
也
舜
等
、

恣
二檀
越
之
権
ハ
欲
三
珀
二辱
先
師
ハ
吾
門
不
幸
正
在
二此
時

ハ
蓋
杵
二当
権
一者

隆
也
、
凌
二蔑
先
師
一者
不
恭
也
、
隆
與
二
不
恭
一吾
所
レ
不
レ取
也
、

不
レ
如
匿
レ跡
且
侯
レ
時
焉
。

師
深
栖
二
止
紀
之
山
中
ハ
(『龍
宝
五
祖

伝
』)

養
隻
は
日
峰
の
大
徳
寺
入
寺
に
不
満

の
意
を
表
明
し
、
紀
州
の
山
中
に
身
を
匿
し
て
し
ま

っ
た
。

勅
命
に
よ

っ
て
臼
峰
の
大
徳
寺
入
寺
が
実
現
す
る
の
は
、
文
安
四
年

(
一
四
四
七
)
八
月
二
十
二
日
の
こ
と
で
あ
る
。

一
連
の
入
寺
の
法

語
が
遺
さ
れ
て
い
菊

山
門
の
偶
に

「虚
堂
八
十
再
住
山
、
山
僧
八
十
始
入
寺
、
関
、
無
レ
処
二
回
避
こ

と
あ
り
、
日
峰
八
十
住
山
の
事
実

が
知
ら
れ
る
。
嗣
法

の
香
も
焚
か
れ
て
い
る
。
嗣
香
の
偶
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
「此
香
、
麗
在
二
無
蔓
甲
裡
一多
年
　
、
今
日
貧
鬼
思
二
旧
債
ハ
未
レ
免
二拮
出
ハ

供
二
養
前
住
當
山
無
因
老
漢
ハ
用
酬
二
法
乳
こ
。
日
峰
は
無
因
に
嗣
法

の
香
を
焚
い
て
、
法
乳
の
恩
を
謝
し
て
い
る
。

日
峰
の
嗣
香
の
偶
は
、

関
山
派

の
法
系
が
宗
峰
の

一
流

(宗
峰
-
関
山
ー
授
翁
-
無
因
-
日
峰
)
で
あ
る
こ
と
の
、
十
方

へ
の
宣
言
に
外
に
な
ら
な
か

っ
た
。



し
か
も
日
峰
は
、
こ
の
時
無
因
を
前
住
当
山

(大
徳
寺
)
と
呼
ん
で
い
る
。
無
因
が
応
永
十
二
年

(
一
四
〇
五
)
十

一
月
に
大
徳
寺
住
持

の
論
旨
を
得
て
い
る
こ
と
は
、
『
妙
心
寺
文
書
』
四
で
知
ら
れ
る
が
、
『
正
法
山
六
祖
伝
』
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
固
辞
し
て
起

つ
こ
と

(
28
)

を
肯

ぜ
ず
、
入
寺
に
は
到

っ
て
い
な
い
。
こ
の
辺
の
事
情
は
よ
く
わ
か
ら
ぬ
が
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
含
め
た
上
で
、
日
峰
が
無
因
の
法
嗣

(
29
)

で
あ

る
こ
と
を
、
白
槌
師
と
し
て
日
峰
入
寺

の
席
に
臨
ん
だ
大
応
派
の
圓
福
寺
住
職
が
証
明
し
て
い
る
。

⑤

雪
江
道
号
頒
、
無
因
印
可
状
、
日
峰
印
可
状
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文
安
三
年

(
一
四
四
六
)
十

一
月
、
日
峰
は
弟
子
正
深
の
誰
を
宗
深
と
改
め
さ
せ
た
上
で
、
雪
江
の
道
号
を
授
け
、
号
頒
を
与
え
て
い
る
。

日
峰

が
大
徳
寺
に
入
寺
す
る
前
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
既
に
八
十
歳
を
称
し
て
い
る
。
(号
頬
の
写
真
(A
)参
照
)

日
峰
は
唐
代
の
会
昌
の
法
難
の
際
、
僧
形
を
破

っ
て
汚
水
に
潜
行
し
、
渡
し
守
り
と
な

っ
て
為
人
渡
世
を
止
め
な
か

っ
た
巌
頭
全
謡
の

故
事
を
賦
し
て
、
妙
心
寺
の
厳
し
い
復
興
期
を
生
き
る
雪
江
に
相
応
し
い
号
頬
を
与
え
て
い
る
。
雪
江
は
こ
の
後
同
参

の
先
輩
義
天
玄
詔

の
瞼
峻
な
る
鉗
鎚
を
受
け
る
こ
と
十
六
年
、
義
天
示
寂
の
一
月
前
に
当
り
、
初
め
て
印
可
状
を
付
さ
れ
、
義
天
唯

一
の
法
嗣
と
な
り
、
応

仁
、
文
明
の
乱
で
焼
滅
し
た
妙
心
寺
の
再
中
興
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
雪
江
号
頒
の
説
明
か
ら
妙
心
寺
再
中
興
に
ま
で
話
が
及
ん
だ

が
、
も
う

一
度
号
頚
に
も
ど
ろ
う
。

雪
江
の
号
類

(仮
り
に
A
と
す
る
)
を
見
て
い
て
不
思
議
な
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
無
因
か
ら
日
峰

へ
授
与
さ
れ
た
印
可
状

(仮
り
に
B

と
す
る
)
と
、
筆
蹟
、
筆
法
が
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
印
可
状
(B
)
の
方
が
少
し
疾
筆
に
流
れ
、
号
顛
(A
)
の
方
が

一
字

一
字
独
立
し
て

い
る
違
い
は
あ
る
が
、
醸
し
出
す
雰
囲
気
は
似
て
い
る
。
例
え
ば
B
の
八
行
目
の
長
養

の
養
の
字
と
、
A
の
最
後
の
行

の
養
源
の
養

の
字

の
特
殊
な
崩
し
方
、
B
の
九
行
目
の
不
の
字
と
、
A
の
二
行
目
の
不
の
字
、
B
の
十

一
行
目
の
孟
冬
の
冬
の
字
と
、
A
の
六
行
目
の
仲
冬

の
冬

の
字
、
こ
れ
ら
は
同

一
人
物
の
筆
蹟
と
断
じ
て
よ
い
程
酷
似
し
た
筆
法
で
あ
る
。



日峰宗舜 をめ ぐる二三の問題116

じジ1'乞 冠'・1'窪計∬忌 留 湿1

春 ＼ 來 イ㌃1丞

驚難1
養警犠喋 髪
率驚擦撫ぐ1難馨鷺漏 茎蕊彰乳丁

.螺
・… 獄 ノ 璽1繕 簾 。灘 灘譲 難 魏 叛.編 ・,轟撫1… ∵ 二

写 真A



日峰宗舜を め ぐる二三 の問題117

因

み
に
妙
心
寺
山
内
養
源
院

(日
峰
の
塔
所
)
所
蔵
の
日
峰
の
書
状
を
見
て
み
よ
う
。
幸
い
こ
の
書
状

(仮
り
に
c
と
す
る
)
に
は
閏
二

月
念

日
の
日
付
が
あ
る
の
で
、
文
安
四
年

(
一
四
四
七
)
、
日
峰
大
徳
寺
入
寺

の
年

の
も
の
で
あ
り
、
雪
江
の
道
号
顛

(
A
)
よ
り
も

一
年
後

の
書
状
と
わ
か
る
。
C
の
二
行
目
、
四
行
目
の
冬
の
字
、
同
じ
く
二
行
目
、
六
行
目
の
無

の
字
、
二
行
目
の
為
の
字
、
八
行
目
、
十

一
行

む

　

む

む

目
の
宗
の
字
は
、
無
因
授
与

の
印
可
状

(B
)
末
尾
の
年
記
署
名

「応
永
十
三
年
孟
冬
上
欝

無
因
隻
宗
因
為
宗
舜
上
人
書
」

の
各
字
と
、

ま

っ
た
く
同

一
字
形
で
あ
る
。

更

に
本
稿
第
二
章
で
触
れ
た
嘉
吉
三
年

(
一
四
四
〇
)
八
月
六
日
の
、
瑞
泉
寺
看
坊
雲
谷
玄
祥
宛
て
の
日
峰
書
状
が
あ
る
(『溌
陽
寺
文
書
』

第
六
号
、
仮
り
に
D
と
す
る
)。

コ
ピ
ー
が
不
鮮
明
な
の
で

一
部
を
摘
記
す
る
と
、
当
時
養
源
院
の
庫
裡
を
造
営
中
で
あ

っ
た
日
峰
が
、

長

板
が
入
手
で
ぎ
な
い
の
で
、
瑞
泉
寺
の
茶
堂
の
打
板
を
は
ず
し
て
送
る
よ
う
に
命
じ
、
代
物
は
退
蔵
院
の
も
の
で
弁
ず

る
よ
う
申
し
渡
し

む

む

た
内
容

で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
本
文
九
行
目
の

「無
長
板
候
間
」

の
無

の
字
は
、
先
述
の
C
の
書
状
中
の
無
の
字
と
同
様
に
、
無
因
授
与

む

む

む

む

の
印
可
状

(B
)
の
署
名
の
無
と
同

一
筆
法
で
あ
る
。
同
じ
く
D
の
本
文
七
行
目

「当
院
庫
子
」
の
当
の
字
は
、
B
の
八
行
目
の

「当
知
」

む

む

む

む

む

む

の
当
字
と
同

一
字
形
で
あ
る
。
D
の
本
文
二
十
行
目
の
宗
安

の
宗
の
字
は
、
B
の
署
名
の
宗
因
、
C
の
八
行
目
、
十

一
行
目
の
宗
菊
の
宗

と
同

一
書
法
で
あ
る
。

更

に

『
扮
陽
寺
文
書
』
第
五
号
、
青
龍
看
丈

(雲
谷
玄
祥
)
宛

の
日
峰
書
状
(仮
り
に
E
と
す
る
)が
あ
る
。
そ
の
E
の
本
文
九
行
目

「山

む

　

む

中
之
僧
衆
無
等
閑
候
」
と
あ
る
中
の
無
の
字
、
同
じ
く
十

一
行
目
の
最
初

の
為

の
字
等
も
す
べ
て
B
の
同
字
と
字
形
が
合
致
す
る
。
ど
う

や
ら

日
峰
は
、
文
安
初
年
の
前
後
、
無
因
授
与

の
印
可
状
を
自
ら

の
手
で
作
製
し
た
よ
う
で
あ
る
。
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
。

問
題
を
先
き
送
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
に
も
う

一
つ
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
文
書
が
あ
る
。

日
峰
は
応
永
三
十
五
年

(
一
四
二
八
)
二
月
十
三
日
に
、
弟
子
の
義
天
玄
詔
に
対
し
て
印
可
状
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
十
六
行
に
も
及

ぶ
長
文

の
堂

々
た
る
も
の
で
、
妙
心
寺

の
襲
蔵
す
る
印
可
状

の
中
で
、
信
用
し
得
る
最
も
は
や
い
時
期
の
も
の

(宗
峰
か
ら
関
山
へ
の
印
可

状
を
除
い
て
)
と
言
え
る
。
当
時
日
峰
は
瑞
泉
寺
に
あ

っ
て
、
関
山
派
下

の
雲
柄

の
指
導
に
当

っ
て
い
た
。
い
つ
再
興
さ
れ
る
か
全
く
見
通
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裟
提
碁

広
堺
懸
褻
老
復

綴

嫡

蔓

隅

…
ー
,

く、丞

ぷ

ヤ
並
を
フ
蒙

濠
傭
ツ

凄

後

壊

ゐ
晦
薇

都

ゆ
嚢

・
包

ヅ

.浅

毒

.

^

一
.富
雛

職

塾;

ギ饗

ノ1

⑱

ア
等
撫

㌔ 〃,

じ1鞠

島
//

駆
夢

恨灘.

、 ず

戸.

剛
㌦
.、

婁

ッ
肇

、

馳 い

穿

、

し

も

立

た
な

い
妙

心

寺

の
前

途

を
憂

い
な

が

ら

も

、

日
峰

の
弟

子
達

に
託

す

る
期

待

は

大

き

か

っ
た

と

思

わ

れ

る
。

日
峰

の
そ

の

よ
う

な

期

待

が

、

法

嗣

の
義

天

へ
の
印

可
状

に
う

か

が
わ

れ

る
。

こ

の
日

峰

が

義

天

に

授
与

し

た

印

可
状

(仮

り
に
F
と
す
る
)
と

、
文

安

三

年

(
一
四
四
六
)
十

一
月

日
峰

が
雪

江

に
与

え
た

道

号

類

(
A
)
、

並

び

に

応
永

十

三
年

(
一
四
〇

六
)
の
年

記

を
有

す

る
無

因

の

日
峰

に
与

え
た

印

可

状

(
B
)
と

を

比

較

し

て

み

よ

う

(先
述
し
た
よ
う
に

B
は
文

安
初

年
前
後

に
、

日
峰
が
作
製
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
)
。

F
は

日

峰

六

十

二

歳

の
時

の
書

で

あ

り

、

A

は

八
十

歳

の
書

、

B
も

そ

の
前
後

の

書

で
あ

る
。

F
と

A

・
B

の
間

に

は
十

八
年

近

い
歳

月

の

へ
だ

た

り

が

あ

り

、

書

風

も

異

る
様

に

思
わ

れ

る
が

、
例

え

ば

F

の
七

行

目

、

む

八
行

目
、

十

四
行

目

の

不

の
字

は

、
先

き

に
指

摘

し

た

A
や

B

に
見

ら

れ

た

不

の
字

と

同

一
筆

法

で
あ

り

、

F

の
四

行

目

の
言

の
字

は

、

む

む

む

む

む

A

の

五
行

目

一
番

下

の
言

と
同

字

形

、

F

の
最

終

行

署

名

宗

舜

は

B
、

C
、

D

の
宗

因

、
宗

菊

、

宗

安

と

同

じ

独

得

の
崩

し

で

あ

る

。
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㊧

関
山
か
ら
授
翁

へ
の
印
可
状

し

か

し

も

っ
と
も

衝

撃

的

で

あ

っ
た

の
は

、

日

峰

か

ら

義

天

へ
の
印

可
状

(
F
)
と

、
関

山

か
ら

授

翁

へ
の
印

可

状

(仮
り
に
G
と
す
る
)

が

、

同

一
人

物

の
筆

蹟

で
あ

っ
た

と

い
う

事

実

で

あ

る
。

は

っ
き

り

言
う

な
ら

ば

、
関

山

か
ら

授

翁

へ
の
印

可

状

も

日

峰

が

作

製

し

た

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

一

一
あ

げ

つ
ら

う

ま

で

も

な

く

、

両

書

(
G
、

F
)
の
持

つ
雰

囲

気

は
共

通

す

る
が

、

念

の
た

め

に
細

く

指

摘

す

る

と

、

む

　

む

む

G
の

一
行
目
の
上
人
の
人
の
字
は
、
F
の
十

一
行
目
、
十
二
行
目
の
人
字
と
、
ま
た
G

一
行
目
の
参
の
字
と
F

一
行
目

の
参
の
字
形
は
共

む

む

む

む

に
ん

べ
ん

通

す

る
。

G

二
行

目

の
偶

、

四

行

目

の
仏

、

五

行

目

、

六

行

目

、
十

行

目

の
何

、
十

二
行

目

の
便

な

ど

、

そ

れ

ら

各

字

の
人

(
イ

)

偏

は

、

F

の
五
行

目

、

七

行

目

の
似

、

十

行

目

の
伊

、

十

二

行

目

、
十

四
行

目

の
僧

の
字

な

ど

の
人

偏

と

共

通

す

る

特

徴

を

持

つ
。

特

に

G
、

F

む

む

む

両
書

の
年
記
の
仲
春
の
仲
の
字
は
全
く
同
形
で
あ
る
。
更
に
G
八
行
の
下
か
ら
三
字
目
の
言
の
字
は
、
F
の
四
行
目
、
十
行
目
の
言
の
字

む

む

と
同
じ
で
あ
り
、
G
の
十
三
行
目
の
今
日
の
二
字
は
、
F
の
九
行
目
の
今
日
と
同
形
で
あ
る
。
尚
G
、
F
両
書
の
最
終
行
の
署
名
部
分
の

む

む

む

関
山
隻
と
日
峰
聖
の
隻
の
字
も
同

一
筆
致
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
関
山
か
ら
授
翁

へ
の
印
可
状
(G
)
は
日
峰
か
ら
義
天

へ
の
印
可
状
(F
)
と
同
様
に
ま
だ
妙
心
寺
復
興
の
め

ど
も
立
た
な
い
応
永
三
十
年
代
、
瑞
泉
寺
在
住
時
代

の
日
峰
の
手
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
思
い
に
到
達
す
る
。

む

む

こ
と
の
つ
い
で
に
G
文
書
と
他
の
日
峰
筆
文
書
と
を
対
比
し
て
み
る
と
、

G
の
十
二
行
目
の
為
レ
何
の
為
字
と
、

同
じ
く
最
終
行
の
為

む

む

む

む

む

宗
弼
上
人
の
為
字
は
、
B
の
終
り
か
ら
二
行
目
の
為
宗
舜
上
人
の
為
字
、
C
の
二
行
目
の
無
為
、
E
の
本
文
十

一
行
目

の
最
初
の
為
な
ど

む

む

む

む

と
同
形
で
あ
る
。
G
三
行
目
最
初
の
此
の
字
、
六
行
目
の
此
心
な
ど
は
、
C
の
二
行
目
の
此
冬
、
D
の
十
八
行
目
の
此
間
、
E
の
本
文
七

む

む

む

行

目

の
此

方

、

八
行

目

の
此

趣

の
此

の
字

と

同

じ

筆

致

で

あ

る

こ
と

が

わ

か

る
。

こ

の
よ

う

に

見

て
く

る

と

、
妙

心

寺

襲

蔵

の
関

山

か

ら

授

翁

へ

(G
)
、

授

翁

か

ら
無

因

へ
、
無

因

か
ら

日
峰

へ

(
B
)
、

と

い
う

三

代

の
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印

可
状

の
中

、

G

と

B

は

日
峰

の
作

製

と

判

明

す

る

。

残

る

の
は

応

安

四
年

(
一
三
七

一
)
孟

春

下

溝

の
年

記

の
あ

る
授

翁

か
ら

無

因

へ
の

印

可

状

(仮

り
に
H
と
す

る
)
だ

け

で
あ

る

。

私

は

こ
と

の
な

り

行

き

上

、

H
も

日
峰

の
手

に
成

る

も

の
と

想

像

す

る

が

、

H
文
書

は
意

識

む

む

的
に
書
風
が
変
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
同

一
筆
者
と
断
定
す
る
痕
跡
は
少

い
。
し
か
し
強
い
て
挙
げ
れ
ば
、
H
の
二
行
目
の
此
土
の
此

　

む

む

む

む

は

、

G

三
行

目

、

六
行

目

の
此

字

と

共

通

す

る

も

の
を

感
ず

る

し

、

H

四
行

目

の
在

と

、

G
六

行

目

の
在

や

、

H
六
行

目

の
報

恩

の
報

字

む

と
、
G
十
行
目
の
報
と
は
通
ず
る
よ
う
な
気
が
す
る
が
、
今
は
断
定
を
控
え
、
博
雅

の
士
の
高
示
を
待
ち
た
い
。

譲
畿朝

掴

閏

噸冤

い
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爾

宗
峰
派
下
初
期
の
印
可
状

妙
心
寺
派
教
団
内
で
印
可
状
の
授
受
が
実
体
化
す
る
の
は
、
先
述
し
た
如
く
、
日
峰
か
ら
義
天

へ
の
時
を
も

っ
て
嗜
矢
と
す
る
。
も
と

も
と
教
団
の
形
を
な
さ
な
い
小
教
団
で
は
、
印
可
状
な
ど
な
く
て
も
、
暗
黙
裡
に
後
継
者
は
定
め
ら
れ
て
行

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
関
山
か

ら
授
翁

へ
、
授
翁
か
ら
無
因

へ
、
無
因
か
ら
日
峰

へ
の
印
可
状
は
初
め
か
ら
無
か

っ
た
と
思
い
た
い
。

玉
村
氏
は
日
峰

へ
の
印
可
状
は
、
応
永
五
年
頃
無
因
よ
り
授
与
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
日
峰
が
そ
の
印
可
状
を
失

っ
た
と
は
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考
え
ら
れ
な
い
。
印
可
の
事
実
は
あ

っ
た
が
、
印

可
状
の
授
受
は
無

か
っ
た
と
思
い
た
い
。

し
か
ら
ば
応
永
十
年

(
一
四
〇
三
)
、
無
因
か

ら
春
夫
に
与
え
ら
れ
た
印
可
状
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
。
玉
村

す

ひ
ん

氏
は
日
峰
よ
り
も
春
夫
の
方
が
師
兄
で
あ
り
、
当
時
と
し
て
は
春
夫

(30
)

の
方
が
正
嫡
と
思
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
無

因
か
ら
日
峰

へ
の
印
可
の
時
を
、
応
永
五
年

の
頃
と
想
定
さ
れ
る
氏

の
説
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
日
峰
の
無
因

へ
の
参

禅
は
、
応
永
初
年
、
無
因
の
海
清
寺
住
持
時
代
よ
り
始
ま
っ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
春
夫
の
参
禅
は
、
応
永
三
年
以
後

の
い
つ
か
、
無
因

が
河
内
の
観
音
寺
に
転
住
し
て
か
ら

の
こ
と
で
あ

る
。
参
禅
の
時
期

か
ら
み
て
も
、
印
可
の
時
期
か
ら
み
て
も
、
日
峰

が
師
兄
で
あ
り
、

正
嫡
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
く
、
こ
の
頃
か
ら
既
に
日
峰
は
、
妙

心
寺
の
後
継
者
に
擬
せ
ら
れ
て
い
た
と
思
い
た
い
。
無
因
は
関
山
派

の
後
継
者
た
る
日
峰
に
、
応
永
五
年
自
賛
の
頂
相

は
授
与
し
た
が
、

そ
れ
ま
で
の
関
山
派
の
例
に
倣

っ
て
印
可
状
は
書

か
な
か

っ
た
。

春
夫
は
も
と
も
と
聖

一
派
の
荘
厳
門
派
に
属
す

る
河
内
交
野
の
光

通
寺
、
別
峰
大
殊
の
徒
で
法
誰
を
大
宿
と
称
し
た
。
応
永
七
年
、
将

軍
義
満
の
命
に
よ

っ
て
妙
心
寺
は
破
却
さ
れ
、
関
山
派
に
と

っ
て
最

す

て
い

悪
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
日
峰
の
師
弟
に
当
る
春
夫
は
、
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敢
え
て
闇
黒
の
関
山
派
に
留

っ
て
傍
流
の
道
を
進
む
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
十
方
叢
林
に
転
ず
べ
き
か
、
二
者
択

一
の
道
を
迫
ら
れ
て
い
た

と
思

い
た
い
。

玉
村
氏
の
説
に
よ
る
と
、
無
因
は
も
と
も
と
関
山
派
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
大
応
派
と
し
て
の
意
識
の
強
い
人
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
が
、

応
永
十
年
弟
子
の
春
夫
に
印
可
状
を
授
与
し
、
大
応
派
に
属
す
る
博
多
の
崇
福
寺

(十
刹
)

へ
の
出
世
を
図

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
春
夫
は

同
寺
六
十
五
世
と
し
て
住
山
の
後
、
洛
東
泉
涌
寺
の
側
に
普
門
山
福
聚
院
を
開
創

(同
院
は
後
年
建
仁
寺
山
内
に
遷
る
)
し
て
退
居
、
五

山
派

の
人
と
し
て
生
涯
を
終

っ
て
い
る
。

教
団
内
に
留

っ
て
主
流
を
歩
む
弟
子
に
は
悟
淡
と
し
て
い
て
、
む
し
ろ
教
団
外
に
出
て
活
躍
す
べ
き
弟
子
に
期
待
を
寄
せ
、
長
大
な
印

可
状
を
授
与
し
た
例
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
宗
峰
妙
超
下
の
関
山
を
思
い
出
す
。
関
山
は
宗
峰
に
嘉
暦
二
年

(
=
三
毛

)
に
初
相
見
後
、

僅
か
二
年
に
し
て
道
号
並
び
に
号
碩
を
授
け
ら
れ
、
三
年
に
し
て

(元
徳
二
年
五
月
、
=
二
三
〇
)
本
文
十
五
行

(
一
三
九
字
)
に
も
及
ぶ
長
大

(
31

)

な
印
可
状
を
授
与
さ
れ
、
そ
の
後
宗
峰

の
も
と
を
去

っ
て
轄
晦
の
生
活
に
入
る
。

一
方
宗
峰
の
あ
と
を
継

い
で
大
徳
寺

一
世
と
な

っ
た
徹
翁
は
、
大
徳
寺
開
創
以
前
、
宗
峰
の
雲
居
寺
止
宿
時
代
か
ら
宗
峰
に
近
侍
し
、

宗
峰

の
生
涯
を
支
え
た
弟
子
で
あ

っ
た
が
、
宗
峰
示
寂
直
前
の
建
武
四
年

(
一
三
一二
七
)
の
騰
月
、
本
文
四
行

(三
八
字
)
の
簡
単
な
印
可
状

(コ
予
首
座
相
従
久
　
、
悟
徹
既
人
皆
知
レ
之
、

宜
下
為
二
弟

一
世
住
持
ハ
慈
中
育

一
衆
h
井
付
二老
僧
常
用
法
衣
ハ
深
思
好
念
　
」)
を
授
与

さ
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
宗
峰
示
寂
直
前

の
印
可
状
と
は
言
え
、
関
山

へ
の
印
可
状
と
較
べ
る
と
、
全
く
ぶ

っ
き
ら
ぼ
う
で
無
愛
想
な

も
の
で
あ
る
。
近
年
の
大
徳
寺
教
団
は
、
余
り
に
も
簡
略
に
過
ぎ
る
こ
の
印
可
状
を
、
印
可
状
と
呼
ば
ず
、
後
事
付
嘱
状
と
す
る
よ
う
で

あ
る
が
、
代

々
の
大
徳
寺
教
団
が
、
こ
の
文
書
を
印
可
状
と
し
て
取
扱

っ
て
来
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
如
何
に
簡
略
な
印
可
状

で
あ

ろ
う
と
、
徹
翁
が
宗
峰
の
正
嫡
で
あ
る
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
事
実
で
あ
り
、
ま
た
万
人

の
認
め
る
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。

宗
峰
派
下
で
は
、
教
団
の
外
に
出
る
人
に
対
し
て
は
懇
切
な
印
可
状
を
書
い
て
与
え
る
と
言
う
事
が
例
に
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
教
団
内
に
留
る
人
に
と

っ
て
、
印
可
の
事
実
は
重
要
で
あ

っ
て
も
、
印
可
状

の
有
無
な
ど
は
重
要
問
題
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
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る
。
事
実
宗
峰
、
徹
翁
下
の
正
統
を
歩
ん
だ
と
思
わ
れ
る
言
外
宗
忠
に
も
、
そ
の
弟
子
の
華
隻
宗
曇
に
も
、
各
々
の

『
行
状
』
に
は
印
可

の
事
実
と
印
可
状
の
片
鱗
ら
し
き
も
の
は
う
か
が
え
る
が
、

印
可
状
は
遺
さ
れ
て
い
な
い
。
(尚
そ
の

『行
状
』
も
、

教
団
の
主
流
に
印

可
状

が
定
着
し
た
後

の
、
伝
記
作
者
の
作
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。)

宗
峰

・
徹
翁
下
の
主
流
に
印
可
状
が
定
着
す
る
の
は
、
華
婁
下
の
養
隻
宗
願
か
ら
で
あ
ろ
う
。
応
永
二
十

一
年

(
一
四

一
四
)
正
月
十
六

日
、

華
里
か
ら
授
与
さ
れ
た
印
可
状
が
遺
さ
れ
て
い
る
。

関
山
派
下
の
主
流
に
印
可
状
が
授
与
さ
れ
る
の
は
、

先
述
し
た
応
永
十
五
年

(
一
四
二
八
)
二
月
十
三
日
の
こ
と
、
日
峰
か
ら
義
天
に
授
与
さ
れ
た
印
可
状
を
最
初
と
す
る
。

当
時
華
隻
は
江
州
に
小
庵
を
構
え
、
日
峰

は
瑞
泉
寺
に
あ

っ
て
、
共
に
弟
子
の
育
成
に
意
を
注
い
で
は
い
る
が
、
教
団
の
前
途
に
希
望
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
ぬ
、
不
安
、
失
意

の

時
代

で
あ

っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

弟

子
の
義
天
に
印
可
状
を
与
え
て
、
教
団
再
興
の
望
を
将
来
に
嘱
し
た
日
峰
は
、

一
方
顧
み
て
宗
峰
か
ら
関
山

へ
の
印
可
状
し
か
遺
さ

れ
て
い
な
い
関
山
派
下
の
現
状
に
、
胸
を
痛
め
た
と
思
わ
れ
る
。
平
穏
時
の
関
山
派
な
ら
ぼ
支
障
も
生
じ
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
拠

点
の
妙
心
寺
を
破
却
さ
れ
、
各
地
に
散
在
し
て
し
ま

っ
た

一
門

の
衆
僧
等
を
、
関
山
派
と
い
う
教
団
意
識
の
中
に
引
き
留
め
て
お
く
必
要

が
あ

っ
た
。
関
山
か
ら
続
く

一
流

の
法
系

の
証
明
は
、
関
山
派
の
結
束
の
た
め
に
は
当
然
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
重
要
事
に
思
わ
れ
た
。

日
峰
は
応
永
三
十
年
代

の
某
日
、
筆
を
執

っ
て
関
山
か
ら
授
翁

へ
の
印
可
状
を
認
め
た
。

文
安
初
年

の
前
後
、
日
峰

の
大
徳
寺
入
寺

の
気
運
の
た
か
ま
り
と
共
に
、
大
徳
寺
派
教
団
の
日
峰
入
寺
反
対

の
運
動
も
熾
烈
と
な
り
、

日
峰

の
印
可
の
有
無
が
さ
か
ん
に
論
議
さ
れ
た
。
某
日
、
日
峰
は
筆
を
執

っ
て
無
因
か
ら
日
峰

へ
の
印
可
状
を
認
め
た
。
そ
の
印
可
状
の

年
記
が
、
何
故
応
永
五
年
で
は
な
く
、
応
永
十
三
年
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
、
不
可
解
で
あ
る
。

(
1
)

(
2
)

(3

)

『
大
徳
寺
文
書
』
第

一
号
。

『
大
徳
寺
文
書

』
第

一
四
号
。

『
大
徳
寺
文
書
』
第

一
五
号
。

(
4
)

(
5
)

(6

)

『
大
徳
寺
文
書
』
第

二
号
。

『
大
徳
寺
文
書
』
第

一
七

二
号
。

『
扶

桑
五
山
記
』

二
。
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(
7
)

『
龍
宝
山
大
徳
寺
誌
』
乾
、

「
震
翰
井
論
旨
等

の
写
」

の
条
、

『
宝
山
編
年
略
記
』

貞
治
六
年

九
月
十

三
日
の
条
、

『
天
応
大
現

国
師
行
状
』
、
『
龍
宝

五
祖
伝
』
等

。

(
8
)

『
龍
宝
山
大
徳
寺
誌
』
乾
、

『
宝
山
編
年
略

記
』

至
徳

三
年

の

条

。

(
9
)

玉
村
竹

二

『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
下
之

二
、
「
大
徳
寺

の
歴
史

」

三

一
九
頁
参
照
。

(足
利
義
持
)

尚

『
南
禅

旧
記
』
下

に
、
以
下

の
如
き
勝
定

院
殿
公
文

が
収
録

さ
れ
て

い
る
。

大
徳
寺
住
持
職
事
、
任
先
例
可
被
執
務
之
状
如
件

(足
利
義
持
)

応
永

廿
八
年

正
月
廿

六
日

従

一
位
御
判

宗
藺

西
堂

大
上
包
宗
蘭
西
堂

従

一
位
御
判

右
至
此
時
代

、
依
為

十
刹
、
以
西
堂
住
持
如
レ
此

(
10
)

大
徳
寺
十
八
世
、

二
十

一
世

、
二
十

三
世
、

二
十

五
世

の
法
系

図

25
世

-

通
翁

鏡
円
-
徳
翁
祖
碩
-
竺
源

仙
-
樗
庵
性
才

南
浦
紹
明
1

(
11
)

玉
村

『
論
集
』
下
之

二
、

(
12
)

竹
貫
元
勝

『
日
本
禅
宗
史
研
究
』
付
編
、

照
。

18
世

褻

が然
夫

用
宗
任
⊥
H
霧

ポ漸

-
宗
峰
妙
超
ー
徹
翁
義
亨

21
世

-
峰
翁
祖

一
-
大
贔
全
雰
ー

月
庵
宗
光
-

香
林
宗
商

「
大
徳
寺

の
歴
史
」

三

一
九
頁
。

「
大
徳
寺
法
度
」

参

(
13
)

『
正
法
山
六
祖
伝
』
所

収
。

(
14
)

『
正
法
山

六
祖
伝
』
、
「
妙
心
禅
寺

記
」

尚
、
廷
用
宗
器
は
将
軍
義
満

の
弟

。

一
山
派
に
属
す

る
。
後

に

天
龍
寺

(
四
十

三
世
)
、

南
禅
寺

(八
十
六
世
)

に
住

し
、

南
禅

寺

に
徳
雲
院
を
開

い
て
退
居
し
た
。

(15
)

『
正
法
山

六
祖
伝
』
、
「
妙
心
禅
寺
記
」

(
16
)

廷

用
の
示
寂

は
永
享

四
年

八
月

八
日
で
あ
る
。

(伏
見
宮
)

(後
崇
光
院
)

(71
)

伏
見
-
後
伏
見
-
光
厳
「
崇
光
歴

難

成
親
王
-

-
光

明

-
後

光

厳

-後

円

融
-
後

小
松

-
称

光

(青
蓮
院
)

藩

噸

墾

[
後
花
園
-
後
土
御
門

-
花

園
-

直
仁
親

王

(
18
)

玉
村

『
論
集

』
下
之

二
、
「
初
期
妙
心
寺
史

の
二
三
の
疑
点
」
、

「
初

期
妙

心
寺
史
研
究
補
遺
」
、

拙
稿

「
初
期
妙
心
寺

の
世
代
と

そ

の
住
持
位
次
」

(『
禅
学
研
究
』

六
七
号
)

(19
)

玉
村

『
論
集
』
下
之

二
。

貞
成
親

王

の
御
消
息

の
写

し
は
以
下

の
通
り

で
あ
る
。

一
妙
心
寺
事

、
花
園

院
置
文
厳
重
之

間
、
尤
可
有
御
管
領
事
候
、

(寺
)

日
峰
大
徳
院
入
院
候
者
、
急
可
有
御
住
候
、
萩
原
殿
御
遺
跡
管

領
之
間
、
如

此
令
申
候

、
非
方
之
人
自
専
、
無
其

謂
候
蝕
、
早

々
御
入
院
、
可
然
存

候
也
、
恐

々
敬

白
、

嘉
吉

二

(貞
成
親
王
法
名
)

十
月
十
・山ハ
日

道
欽

進
之
候
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(20
)

『
扮
陽
寺
文
書

』
六
号
、
文

書

の
内
容

は
拙
稿

「
初
期
妙
心
寺

の
世
代
と
そ

の
住
持
位
次
」

(『
禅
学
研
究
』

六
七
号
)

に
紹
介
し

た
。

(
21
)

『
東
海

一
休
和
尚
年
譜
』

文
安
元
年

(
一
四
四
四
)
甲
子

師

五
十

一
歳
、

関
山

一
派
昔
被
二
濱
斥

一以
来
、

未

二
嘗
山
中
往

還

ハ
況
亦
可
三
錨
斧
敢
入
二
其
手

一哉
、
舜
日
峯
以
二
官
命

一将

二住

山

噛

養

斐
和
尚
和

二
会
師

ハ

而
欲
レ
拒
二
其
入
寺

ハ

師
仮
作

二門

看

ハ
嬰
仮
作
二
日
峯

ハ
問
答
数
番
、
約
彼
負
堕
則
不
レ許
二
入
門
噛

師
先
横
レ
棒
跨
二
門
限

ハ
聖
学
二
峯
来
之
儀

ハ
仮
看
拶

日
、
自

レ門

入
者

不
二
是
家
珍

ハ
仮
峯
衝
レ
ロ
日
、
如
何
是
家
珍
、
看
乃
曳
棒

日
、
呑
舟
之
魚
不
レ
遊
二
龍
門

ハ
峯
払
袖
去
、
看

日
、
好
去
、
西

天

路
遙

々
十
万
里
、
師
謂
二
養
豊

一
日
、

義
勇
既
如
レ
此
、

官
命

実

不
レ
可
レ
拒
也
、
豊
撫
然

(
『
大
徳
寺
法
度
』

に
よ

っ
て
濱
斥
さ

れ
た
関
山
派
は
、
大
徳
寺

山
内

の
出

入
り
す
ら
禁
ぜ
ら

れ
て

い
た

の
に
、
日
峰
が
官
命

に
よ

っ
て
大
徳
寺

入
寺
を
企

て
て
い
る
の
を
知
る
と
、
養
嬰
は

一
休
と

語

ら

っ
て
そ
の
入
寺
を
拒

む
具
体
策
を
た
て
る
。
ま
ず

一
休
を
看

門

の
役

に
仕
立

て
、
自
ら

は
仮
り

に
日
峰
と
な

っ
て
入
寺

の
問
答

を
行

う
こ
と
に
す

る
。
若
し

日
峰
が
負
堕
す
れ
ば
、
入
寺
を
許
さ

ぬ
こ
と
を
前
程

と
し

て
、

日
峰
役

の
養
斐
が
山
門
に
進

み
問
答
数

番

、
結
果
は
日
峰
が
払
袖

し
て
去

る
こ
と
に
な
る
が
、

一
休
は
、

官
命

な
れ
ば
所
詮
拒

む
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
匙
を
投
げ
て
し
ま

う
。
)

文
安

三
年

(
一
四
四
六
)
丙
寅

師

五
十
三
歳
、
土
州
太
平
舜

目
峯
参
徒
也
、

一
日
来
謁
問

日
、

徳
山
入
レ
門
便
棒
、
其

口
未
レ
合
後

句
将
来
、
師
返
詰

日
、
本
有

円
成
仏
従
二
甚
慶
処
一来

、
平
日
、
看

々
、
師
打

日
、
龍
頭
蛇
尾

漢
、

平
無
レ
語
、

蓋

難
二飽
参
自
負
者

ハ

一
到
二
師
面
前

ハ
則
皆

奪

ソ機
含
糊
退
、
所
謂
無

尾
也
、
獺
猟
子
不
レ
消
一一
一
胡
盧

ハ

(「
土
州
太
平
は
舜
日
峰

の
参
徒

な
り
、
」

と
あ

る
土
州
太
平

は
、

日
峰

の
法
嗣
義
天
玄
詔

の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
義
天

は
土
州

(土
佐
)

の
出
身
、
土
州
天
忠
寺
で
出
家
、
応
永

三
十

五
年

(
一
四
二
八
)

日
峰

の
印
可
を
得
た
後
、

一
旦
郷
里
に
帰
り
、
瑞
巌
寺

に
住
し

て

い
る
。
太
平

と
す
る

の
は
、
お
そ
ら
く

『
年
譜
』
作
者

の
伝
聞

の

誤
り

で
あ

ろ
う
。

日
峰

の
大
徳
寺

入
寺

に
備

え
て
、
弟
子

の
義
天

が
あ
ら

か
じ
め
状
況

の
打
診
、
あ

る

い
は
偵
察

に
来

た
の
で
あ

ろ

う
。
義
天

は

一
休
よ
り

一
歳
年
長
で
あ

る
。
尚

「
本
有
円
成
仏
」

の
公
案

は
、
関
山

の
得
意
と
し
た
公
案
で
あ

る
。)

(
22
)

『
真
珠
庵
文
書
』
四
所
収
。
玉
村
氏
の
説

に
よ
る
と
、

こ
れ

は

法
燈
派

の
鎗
翁
口
印
と

い
う
人
が
、
諸
寺

に

つ
た
わ
る
巷
説
を
聞

き
書

き
し
た
も

の
ら
し
く
、
文
明
前
後

の
成
立

と
さ
れ
る
。
文
書

の
本
文

は
拙
稿

「
大
燈
派
下

の
正
系
を
め
ぐ

っ
て
」

(『
禅
文
化
研

究
所
紀
要
』

六
)
参
照
。

(
23
)

玉
村

『
論
集
』
下
之

二
、
「
初
期
妙
心
寺
史

の

二
三
の
疑
点
」

(
24
)

拙
稿

「
関

山
慧
玄
伝

の
史
料
批
判
」

(『
禅
文
化
研
究
所
紀
要

』

四
)

(25
)

玉
村

『
論
集
』
下
之

二
、
「
初
期
妙
心
寺
史

の
二
三
の
疑
点
」
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(
26
)

註

(
21
)
参
照
。

(
27
)

『
妙
心
寺
派
語
録
』

一

(『
瑞
泉
寺
史
別
巻
』
)

(
28
)

『
正
法
山
六
祖
伝

』

の
記
述

は
以
下

の
如
く

で
あ

る
。

「
師

八

十

五
歳
時
、
勝
定

院
贈
大
相
国
義
持

公
、
聞
師
道
価
擬
欲
迎
請
相

看
、
師
以
老
病
衰
惰

不
甘
之
、
俄
命
肩
輿
帰
老
津
陽
海
清
寺
、
髪

大
徳
専
使
齎
請
状
到
、

師

固
辞

不
肯
起
」
。

無
因

八
十

五
歳

は
応

永
十
七
年
で
あ
る
か
ら
、

『
妙

心
寺
文
書
』
四
に

収
録
す
る

応
永

十

二
年

の
論

旨
と
は
五
年

の
相
違
が
あ

る
。

『
延
宝
伝
燈
録
』

の

無
因

の
条
も
、

『
正
法
山

六
祖
伝
』

に
従

っ
て
応
永
十
七
年

の
論

旨
と
す
る
。

(29
)

日
峰

の
大
徳
寺

入
寺
法
語

の
中

に
、
円
福
寺
住
持
に
対
す
る
白

槌

の
謝
語

が
あ

る
。

円
福
寺

は
絶
崖
宗
卓
が
先
師
南
浦
紹
明
を
勧
請
開
山
と
し
て
開

創
し
た
寺

で
、
錦
小
路
大
宮
に
在

っ
た
と
さ
れ
る
。

か

つ
て
無
因

が
住
し
た
寺

で
あ
り
、
弟
子

の
日
峰
も
起

居
を
共
に
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

日
峰

の
大
徳
寺
入
寺

の
際
、
白
槌
師
を

つ
と
め
た
円
福

寺
住
持

は
不
明
で
あ
る
。
尚

こ
れ
よ
り
は
や
く
、
建
武
以
来

の
屡

次

の
政
変

と
社
会

の
混
乱

に
よ
り
、
大
徳
、
龍

翔
、

円
福

三
寺

の

寺

領
が
そ
れ
ぞ
れ
不
知
行
に
な
り
、
そ
の
結
果
仏
閣
が
荒
廃
し

て

い
る
の
を
な
げ
か
れ
て
、
大
徳
寺

住
持
徹
翁
義
亨
を

し
て
興
行
す

る
よ
う
促
さ
れ
た
、
延
文

三
年

(
=
二
五
八
)

八
月

四
日
の
後
光

厳

天
皇

の
論
旨

(『
大
徳
寺
文
書
』
第

一
六
二
号
)

の
あ

る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
大
徳
寺

と
円
福
寺

と
の
関
係
を
知
る
上
で
重
要
な

史
料
で
あ

ろ
う
。

(
30
)

(
31

)

玉
村

『
論
集
』
下
之

二
、
「初

期
妙
心
寺
史

の
二
三
の
疑
点
」

宗
峰
妙
超

か
ら
関
山

へ
授
与
さ
れ
た
印

可
状

此

事
卓
箪
挺

二
抜
清
虚
ハ

乃
仏

乃
祖
惟
以
レ
之
而
務
、

筍
有
二
其

人

噛
則
於
二
壁
立
万
刀
処
ハ
軽

々
推
将
去
、
到
二
不
レ
回
レ
頭
時
節

ハ

直

与
二
箇
悪
辣

手
脚

噛
全
体
作
用
、

使
四
宮
到
三
鋤
二
絶
白
的
之

地

ハ
古

人
得

レ
旨
之
後
、

深
隠
堅
翰
、

不
三
必
長
二
養
虚
廓
之
聖

胎

ハ
専

亦
有
レ
意
レ
憂
二
於
後
昆

一者
也
、
上
人
既
頓
与
二
本
来

一相

応

、
起
居
幽
遽
受
用
確
乎
。

切
須
二
綿

々
不
レ
通
レ
風
、

密

々
緊

護
惜

ハ
他
時
異

日
将
二
吾
道

一而
光
輝
、
便
是
不
レ
孤
二
負
老
漢
徹

困
之
恩

一耳
。

元
徳

二
年
仲
夏
上
漸

宗
峰
隻
妙
超
為
二
慧
玄
蔵

主
一書




